
静岡県がんセンター局管理規程第６号 

静岡県がんセンター局職員就業規程の一部を改正する規程をここに制定する。 

  平成28年12月27日 

静岡県立静岡がんセンター事業管理者   

がんセンター局長 石野 眞澄 

静岡県がんセンター局職員就業規程の一部を改正する規程 

静岡県がんセンター局職員就業規程（平成14年静岡県がんセンター局管理規程第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正前 改正後 

(育児を行う職員の深夜勤務の制限) 

第14条 管理者は、小学校就学の始期に達する

までの子のある職員(職員の配偶者で当該子の

親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午

前5時までの間をいう。以下この条において同

じ。)において常態として当該子を養育するこ

とができるものとして次項で定める者に該当

する場合における当該職員を除く。)が、管理

者が定めるところにより、当該子を養育する

ために請求した場合には、公務の運営に支障

がある場合を除き、深夜における勤務をさせ

てはならない。 

 

 

２ 前項の定める者は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 

(1) （略） 

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の

障害により請求に係る子を養育することが

困難な状態にある者でないこと。 

(3) （略） 

 

 

 

 

(介護を行う職員の深夜勤務の制限) 

第17条 前3条(前条第1項第4号を除く。)の規定

(育児を行う職員の深夜勤務の制限) 

第14条 管理者は、小学校就学の始期に達する

までの子（地方公務員の育児休業等に関する

法律第２条第１項に規定する子をいう。第18

条第２項において同じ）のある職員(職員の配

偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10

時から翌日の午前5時までの間をいう。以下こ

の条において同じ。)において常態として当該

子を養育することができるものとして次項で

定める者に該当する場合における当該職員を

除く。)が、管理者が定めるところにより、当

該子を養育するために請求した場合には、公

務の運営に支障がある場合を除き、深夜にお

ける勤務をさせてはならない。 

２ 前項の定める者は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 

(1) （略） 

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の

障害により請求に係る子（地方公務員の育

児休業等に関する法律（平成３年法律第110

号）に規定する子をいう。第７条の10第１

項第２号を除き、以下同じ。）を養育する

ことが困難な状態にある者でないこと。 

(3) （略） 

 

(介護を行う職員の深夜勤務の制限) 

第17条 前3条(前条第1項第4号を除く。)の規定



は、第31条に規定する日常生活を営むのに支

障のある者(以下「要介護者」という。)を介

護する職員について準用する。この場合にお

いて、第14条第1項中「小学校就学の始期に達

するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該

子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日

の午前5時までの間をいう。以下この条におい

て同じ。)において常態として当該子を養育す

ることができるものとして次項で定める者に

該当する場合における当該職員を除く。)が、

管理者が定めるところにより、当該子を養育

する」とあるのは「要介護者のある職員が、

管理者が定めるところにより、当該要介護者

を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深

夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をい

う。)に」と、前条第1項第1号中「子」とある

のは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁

又は養子縁組の取消により当該請求をした職

員の子でなくなった」とあるのは「要介護者

と当該請求をした職員との親族関係が消滅し

た」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介

護者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下この項に

おいて同じ。）、父母、子、配偶者の父母そ

の他次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢によ

り2週間以上の期間にわたり日常生活を営むの

に支障があるもの(以下「要介護者」という。

)を介護する職員について準用する。 

(1) 職員と同居している祖父母、配偶者の祖父

母、孫及び兄弟姉妹 

(2) 職員と同居している父母の配偶者、配偶者

の父母の配偶者 

(3) 職員と同居している子の配偶者、配偶者の

子、孫(その父母のいずれもが死亡している者

に限る。) 

(4) 前各号に掲げる者のほか生計を一にする親

族 

この場合において、第14条第1項中「小学校就

学の始期に達するまでの子（地方公務員の育

児休業等に関する法律第２条第１項に規定す

る子をいう。第18条第２項において同じ）の

ある職員(職員の配偶者で当該子の親であるも

のが、深夜(午後10時から翌日の午前5時まで

の間をいう。以下この条において同じ。)にお

いて常態として当該子を養育することができ

るものとして次項で定める者に該当する場合

における当該職員を除く。)が、管理者が定め

るところにより、当該子を養育する」とある

のは「要介護者のある職員が、管理者が定め

るところにより、当該要介護者を介護する」

と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時か

ら翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、

前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護

者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組

の取消により当該請求をした職員の子でなく

なった」とあるのは「要介護者と当該請求を

した職員との親族関係が消滅した」と、同項



 

 

 

(介護を行う職員の時間外勤務の制限) 

第21条 第18条から前条まで(同条第2項第1号及

び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護

する職員について準用する。この場合におい

て、第18条第2項中「小学校就学の始期に達す

るまでの子のある職員が、管理者が定めると

ころにより、当該子を養育する」とあるの

は、「要介護者のある職員が、管理者が定め

るところにより、当該要介護者を介護する」

と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要

介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子

縁組の取消により当該請求をした職員の子で

なくなった」とあるのは「要介護者と当該請

求をした職員との親族関係が消滅した」と、

同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」

と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」

と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(部分休業) 

第25条 （略） 

2～3  （略） 

4 第30条第1項第10号の規定による特別休暇を

承認されている職員に対する部分休業の承認

については、1日につき2時間から当該特別休

暇の時間を減じた時間を越えない範囲内で行

第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み

替えるものとする。 

 

(介護を行う職員の時間外勤務の制限) 

第21条 第18条から前条まで(同条第2項第1号及

び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護

する職員について準用する。この場合におい

て、第18条中「３歳に満たない子のある職員

が、管理者の定めるところにより、当該子を

養育する」とあるのは「要介護者のある職員

が、管理者の定めるところにより、当該要介

護者を介護する」と、「当該請求をした職員

の業務を処理するための措置を講ずることが

著しく困難である場合」とあるのは「公務の

運営に支障がある場合」と、第18条第2項中

「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が、管理者が定めるところにより、当該

子を養育する」とあるのは、「要介護者のあ

る職員が、管理者が定めるところにより、当

該要介護者を介護する」と、前条第1項第1号

中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2

号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当

該請求をした職員の子でなくなった」とある

のは「要介護者と当該請求をした職員との親

族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」と

あるのは「要介護者」と、同条第2項中「次

の」とあるのは「前項」と読み替えるものと

する。 

 

(部分休業) 

第25条 （略） 

2～3  （略） 

4 第30条第1項第10号の規定による特別休暇又

は第31条の２の規定による介護時間を承認さ

れている職員に対する部分休業の承認につい

ては、1日につき2時間から当該特別休暇及び



うものとする。 

 

5 （略） 

 

(休暇の種類) 

第28条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休

暇及び介護休暇とする。 

 

(特別休暇) 

第30条 職員は、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、当該各号に定める期間の特別休

暇を受けることができる。 

(1)～（9）（略）  

(10) 職員が生後満1年6月に達しない生児を

育てる場合 1日2回各々60分以内で必要と

認める期間 

(11)～（18） （略）  

(19) 次条第1項に規定する日常生活を営むの

に支障がある者(以下この号において「要介

護者」という。)の介護その他の管理者が定

める世話を行う職員が、当該世話を行うた

め勤務しないことが相当であると認められ

る場合 一の年において5日(要介護者が2人

以上の場合にあっては、10日)以内で必要と

認める期間 

(20)～(22) （略） 

2～8 （略） 

 

(介護休暇) 

第31条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下この項において同じ。)、父母、子

、配偶者の父母その他次に掲げる者で負傷、

疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり

日常生活を営むのに支障があるものの介護を

するため、勤務しないことが相当であると認

介護時間の時間を減じた時間を越えない範囲

内で行うものとする。 

5 （略） 

 

(休暇の種類) 

第28条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休

暇、介護休暇及び介護時間とする。 

 

(特別休暇) 

第30条 職員は、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、当該各号に定める期間の特別休

暇を受けることができる。 

(1)～（9）（略）  

(10) 職員が生後満1年6月に達しない子を育

てる場合 1日2回各々60分以内で必要と認

める期間 

(11)～（18） （略）  

(19) 第17条に規定する要介護者の介護その

他の管理者が定める世話を行う職員が、当

該世話を行うため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 一の年において5日

(要介護者が2人以上の場合にあっては、10

日)以内で必要と認める期間 

(20)～(22) （略） 

2～8 （略） 

 

 

 

(介護休暇) 

第31条 介護休暇は、職員が要介護者の介護を

するため、勤務しないことが相当であると認

められる場合における休暇とする。 

 

 

 

 



められる場合における休暇とする。 

(1) 職員と同居している祖父母、配偶者の祖父

母、孫及び兄弟姉妹 

(2) 職員と同居している父母の配偶者、配偶者

の父母の配偶者 

(3) 職員と同居している子の配偶者、配偶者の

子、孫(その父母のいずれもが死亡している者

に限る。) 

(4) 前各号に掲げる者のほか生計を一にする親

族 

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々

が同項に規定する介護を必要とする一の継続

する状態ごとに、連続する6月の期間内におい

て必要と認められる期間とする。 

 

 

3（略） 

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、

始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで

連続した4時間の範囲内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が前項に

規定する介護を必要とする一の継続する状態

ごとに、職員の申し出に基づき、３回を超え

ず、かつ６月を超えない範囲内で指定する期

間（次条第１項において｢指定期間｣という。

）内において必要と認められる期間とする。 

3 （略） 

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、

始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで

連続した4時間（当該介護休暇と要介護者を異

にする介護時間の承認を受けて勤務しない時

間がある日については、当該４時間から当該

介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減

じた時間）の範囲内とする。 

5 指定期間の通算は、暦に従って計算し、１月

に満たない期間は30日をもって１月とする。 

 

(介護時間) 

第31条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介

護をするため、要介護者の各々が当該介護を

必要とする一の継続する状態ごとに、連続す

る３年の期間（当該要介護者に係る指定期間

と重複する期間を除く。）内において１日の

勤務時間の一部につき勤務しないことが相当

であると認められる場合における休暇とする

。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(特別休暇及び介護休暇の承認) 

第32条 （略） 

2 管理者は、介護休暇の請求について、前条第

1項に定める場合に該当すると認めるときは、

これを承認しなければならない。ただし、当

該請求に係る期間のうち公務の運営に支障が

ある日又は時間については、この限りでない

。 

 

 

 

 

 

 

3 （略） 

4 管理者は特別休暇又は介護休暇について、そ

の事由を確認する必要があると認めるときは

、証明書類の提出を求めることができる。 

 

 

(休暇等) 

第39条 (略) 

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内に

おいて１日につき２時間を超えない範囲内で

必要と認められる時間とする。 

3 介護時間の単位は、30分とする。 

4 介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連

続し、又は終業の時刻まで連続した２時間（

育児休業法第19条の規定による部分休業又は

条例第14条第２号の規定による特別休暇（生

児を育てる場合に限る。）の承認を受けて勤

務しない時間がある日については、当該２時

間から当該部分休業及び特別休暇の承認を受

けて勤務しない時間を減じた時間）を超えな

い範囲内の時間とする。 

 

(特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認) 

第32条 （略） 

2 管理者は、介護休暇の請求について、第31条

第1項に定める場合に該当すると認めるときは

、これを承認しなければならない。ただし、

当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障

がある日又は時間については、この限りでな

い。 

3 管理者は、介護時間の請求について、前条第

1項に定める場合に該当すると認めるときは、

これを承認しなければならない。ただし、当

該請求に係る期間のうち公務の運営に支障が

ある日又は時間については、この限りでない

。 

4 （略） 

5 管理者は特別休暇、介護休暇及び介護時間に

ついて、その事由を確認する必要があると認

めるときは、証明書類の提出を求めることが

できる。 

 

(休暇等) 

第39条 (略) 



2～5 （略） 

6 職員は、介護休暇を受けようとするときは、

別に定める介護休暇承認申請簿により、あら

かじめ所属長等に申請し、その承認を受けな

ければならない。この場合において、第31条

第2項に規定する介護を必要とする一の継続す

る状態について初めて介護休暇の承認を受け

ようとするときは、2週間以上の期間について

一括して請求しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2～5（略） 

6 職員は、介護休暇又は介護時間を受けようと

するときは、別に定める介護休暇承認申請簿

により、あらかじめ所属長等に申請し、その

承認を受けなければならない。なお、介護休

暇の承認を受けようとする場合において、１

回の指定期間について初めて介護休暇の承認

を受けようとするときは、2週間以上の期間に

ついて一括して請求しなければならない。 

7 所属長等は、前項の規定による指定期間の指

定の申出があった場合には、当該申出による

期間の初日から末日までの期間（第10項にお

いて「申出の期間」という。）の指定期間を指

定するものとする。 

8 職員は、第６項の申出に基づき前項若しくは

第10項の規定により指定された指定期間を延

長して指定すること又は当該指定期間若し

くはこの項の申出（短縮の指定の申出に限 

る。）に基づき次項若しくは第10項の規定によ

り指定された指定期間を短縮して指定するこ

とを申し出ることができる。この場合におい

ては、改めて指定期間として指定することを

希望する期間の末日を休暇簿等に記入して、

任命権者に対し申し出なければならない。 

9 所属長等は、職員から前項の規定による指定

期間の延長又は短縮の指定の申出があった場

合には、第７項、この項又は次項の規定によ

り指定された指定期間の初日から当該申出に

係る末日までの期間の指定期間を指定するも

のとする。 

10 第７項又は前項の規定にかかわらず、所属

長等は、それぞれ、申出の期間又は第６項の

申出に基づき第７項若しくはこの項の規定に

より指定された指定期間の末日の翌日から第

８項の規定による指定期間の延長の指定の申

出があった場合の当該申出に係る末日までの



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 (略） 

期間（以下この項において「延長申出の期 

間」という。）の全期間にわたり第32条第２項

ただし書の規定により介護休暇を承認できな

いことが明らかである場合は、当該期間を指

定期間として指定しないものとし、申出の期

間又は延長申出の期間中の一部の日が同条た

だし書の規定により介護休暇を承認できない

ことが明らかな日である場合は、これらの期

間から当該日を除いた期間について指定期間

を指定するものとする。 

11 （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

１ この規程は、平成29年１月１日から施行する。ただし、附則第８項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の第32条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）において当該介護休暇の初日（以下「初日」という。）から起算して６月を経過していない

ものの当該介護休暇に係る改正後の第31条第２項に規定する指定期間については、管理者の定めるとこ

ろにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日（初日から起算して６月を経過するまでの

日に限る。）までの期間を指定するものとする。 

３ 前項に規定する職員の申出は、規則第31条第２項に規定する指定期間（以下「指定期間」という。）の末

日とすることを希望する日を休暇簿等に記入して、所属長等に対し行わなければならない。 

４ 所属長等は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、初日から当該申出による期間

の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。 

５ 第２項に規定する職員（以下「職員」という。）は、第３項の申出に基づき前項若しくは第７項の規定に

より指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出（短縮の指定の

申出に限る。）に基づき次項若しくは第７項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申

し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を

休暇簿等に記入して、所属長等に対し申し出なければならない。 

６ 所属長等は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日

から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。 

７ 第４項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年１月１日から第３項の規定によ

り申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間（以下「施行日以後の申出の期間」とい 

う。）又は第３項の申出に基づき第４項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から

第５項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間（以下 

「延長申出の期間」という。）の全期間にわたり規則第32条第２項ただし書の規定により介護休暇を承認



できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出

の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明ら

かな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。 

 （準備行為） 

８ 第３項の指定期間の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。 

 


